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資料５－２

●改正の趣旨

１ 難病医療協力医療機関及び一般協力医療機関の選定について、申請による方法を追加します
 ２ 過去の体制に関する条文の削除・整理

難病医療連携拠点病院（４医療機関）

難病診療分野別拠点病院（東埼玉病院）

難病医療協力医療機関

一般協力医療機関

難病医療連携拠点病院等からの要請に応じた患者の受入

難病医療連携拠点病院等からの要請に応じた患者の受入
地域の福祉施設等からの要請に応じた指導・助言
難病患者一時入院のための病床確保等

短期間の診断に資する医療の提供、入院を含めた難病診療
ネットワークの構築等、県4エリアに1拠点ずつ配置

特に、神経難病等重篤化しやすい難病の専門分野について、短期間の
診断に資する医療の提供、入院を含めた難病診療ネットワークの構築等、
県全域

申請による
選定を追加

紹介・研修等

連携

連携

連携

連携

難病対策地域
協議会・保健所

連携


	既定のセクション
	スライド 1: 埼玉県難病医療提供体制整備事業実施要綱の改正について


